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※皆様へのお願い 

 

この集団指導資料につきましては、回覧等により事業所全体で活用してください。 

管理者（各責任者）の方は、必ず目を通していただきますようお願いします。 
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【指定地域密着型サービス事業等の基準条例について】 

 

自治体の自主性を強化し自由度の拡大を図るため、法令による義務付けや枠付けを見直すことを目

的とした「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律」の施行に伴い、介護保険法等が改正され、これまで厚生労働省令で定められていた指定地域密

着型サービス事業等の「人員・設備及び運営に関する基準」を地方自治体の条例で定めることとされ

ました。 

平成２５年３月１２日 ２４嘉高第１９７７号にて通知していましたとおり、本市におきましても、

一部を除き厚生労働省令で定められた基準どおりとする条例を平成２５年４月１日から施行されるこ

ととなりまました。 

嘉麻市の独自基準の概要、条例及び規則につきましては、別に資料を作成しております。内容につ

いて今一度確認してください。 

 

 

【嘉麻市独自基準の概要】 

１ 特別養護老人ホームの入所定員 地域密着型介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を規定。 

 

＜現行法令＞ 

地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を、２９人以下であって、指定権者の条例で定める数。 

 

＜基準設置の理由＞ 

改正前の介護保険法で規定されていた基準（地域密着型介護老人福祉施設の入所定員は２９人以

下。）を変更する特段の事由はないことから、この基準を嘉麻市の基準とする。 

 

２ 申請者の基準 地域密着型サービス全般 

地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の法人格を規定。 

 

＜現行法令＞ 

市町村の条例で定める者。 

 

＜基準設置の理由＞ 

改正前の介護保険法で規定されていた基準（法人であること）を変更する特段の事由はないことか

ら、この基準を嘉麻市の基準とする。 
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３ 暴力団の排除 地域密着型サービス全般 

地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者ついて暴力団を排除する旨の規定を追加。 

 

＜現行法令＞ 

規定なし。 

 

＜基準設置の理由＞ 

嘉麻市暴力団等追放推進条例に基づき、暴力団を利することとならないよう、暴力団又は暴力団関

係団体を排除する措置を講じる必要があるため規定する。 

 

４ サービス提供記録等の保存期限 地域密着型サービス全般 

保存期限を保険給付支払の日から５年間に延長。 

 

＜現行法令＞ 

保存期限は完結してから２年。 

 

＜基準設置の理由＞ 

介護報酬の返還には、５年前までの書類の確認が必要であり、また、苦情や事故の対応にも考慮し

て 、保存期限を５年に延長する。 

 

５ 非常災害対策 地域密着型サービス全般 

非常災害の種別に応じて具体的計画を策定することを追加。 

 

＜現行法令＞ 

非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなら

ない。  

 

＜基準設置の理由＞ 

非常災害に関する具体的な計画について、非常時災害対策をさらに推進する必要があるため、予想

される災害の種別（火災、風水害、地震等）に応じて個別に作成することを規定する。 
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嘉麻市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

設備及び運営等に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７８条の２第１

項及び第４項第１号、第７８条の４第１項及び第２項、第１１５条の１２第２項第１号並びに第１

１５条の１４第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「地域密着型サービス基準省令」という。）

及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

６号。以下「地域密着型介護予防サービス基準省令」という。）に定めるところによる。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員） 

第３条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。 

（指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の資格） 

第４条 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人（嘉麻市暴力団等追放推進条例（平

成２１年嘉麻市条例第２４号）第２条に規定する暴力団又は暴力団関係団体（以下「暴力団等」と

いう。）である法人を除く。）とする。 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第５条 法第７８条の４第１項及び第２項に規定する基準は、次項及び第３項に定めるものを除くほ

か、地域密着型サービス基準省令の定めるところによる。 

２ 地域密着型サービス基準省令第３条の４０第２項、第１７条第２項、第３６条第２項、第４０条

の１５第２項、６０条第２項、第８７条第２項、第１０７条第２項、第１２８条第２項、第１５６

条第２項及び第１８１条第２項の規定により整備した記録のうちサービスの提供に関するもの（規

則で定めるものに限る。）については、当該サービスの提供に係る保険給付支払の日から５年間保存

しなければならない。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、

非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に

従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければなら

ない。 

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者の資格） 

第６条 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、法人（暴力団等である法人を除く。）

とする。 

資料１ 
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（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第７条 法第１１５条の１４第１項及び第２項に規定する基準は、次項及び第３項に定めるものを除

くほか、地域密着型介護予防サービス基準省令の定めるところによる。 

２ 地域密着型介護予防サービス基準省令第４０条第２項、第６３条第２項及び第８４条第２項の規

定により整備した記録のうちサービスの提供に関するもの（規則で定めるものに限る。）については、

当該サービスの提供に係る保険給付支払の日から５年間保存しなければならない。 

３ 第５条第３項の規定は、指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第２項及び第７条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録又は

現に地域密着型サービス基準省令及び地域密着型介護予防サービス基準省令の規定により保存され

ている記録で保存期間が満了していないものについて適用する。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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嘉麻市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、 

設備及び運営等に関する基準を定める条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、嘉麻市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例（平成２５年嘉麻市条例第２号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

 （条例第５条第２項のサービスの提供に関する記録） 

第３条 条例第５条第２項に規定する５年間保存しなければならないサービスの提供に関する記録は、

別表第１に定めるところによる。 

 （条例第７条第２項のサービスの提供に関する記録） 

第４条 条例第７条第２項に規定する５年間保存しなければならないサービスの提供に関する記録は、

別表第２に定めるところによる。 

 （補則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条及び第４条の規定は、この規則の施行の日以後に整備の対象となる記録又は現に地域密着

型サービス基準省令及び地域密着型介護予防サービス基準省令の規定により保存されている記録で

保存期間が満了していないものについて適用する。 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

資料２ 



6 

 

 

別表第１（第３条関係） 

サービスの種類 記録の種類 

指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護（連携型を含む。） 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３）主治の医師による指示の文書 

（４）訪問看護報告書 

指定夜間対応型訪問介護 （１）夜間対応型訪問介護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定認知症対応型通所介護 （１）認知症対応型通所介護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定小規模多機能型居宅介護 （１）居宅サービス計画 

（２）小規模多機能型居宅介護計画 

（３）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定認知症対応型共同生活介

護 

（１）認知症対応型共同生活介護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定地域密着型特定施設入居

者生活介護 

（１）地域密着型特定施設サービス計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護（ユニット

型を含む。） 

（１）地域密着型施設サービス計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定看護小規模多機能型居宅

介護 

（１）居宅サービス計画 

（２）看護小規模多機能型居宅介護計画 

（３）主治の医師による指示の文書 

（４）看護小規模多機能型居宅介護報告書 

（５）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定地域密着型通所介護 （１）地域密着型通所介護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定療養通所介護 （１）療養通所介護計画 

（２）検討の結果についての記録 

（３）提供した具体的なサービスの内容等の記録 
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別表第２（第４条関係） 

サービスの種類 記録の種類 

指定介護予防認知症対応型通

所介護 

（１）介護予防認知症対応型通所介護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護 

（１）指定介護予防サービス等の利用に係る計画 

（２）介護予防小規模多機能型居宅介護計画 

（３）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護 

（１）介護予防認知症対応型共同生活介護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 

 


